
警察署へ届出される方へ 

【選任、選解任】 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 届出書 ②住民票（本籍記載のもの） 

④運転記録証明

書 
③運転免許証（写し） 

届出者は以下の 4種類の書類を準備してください。 

① 安全運転管理者又は、副安全運転管理者に関する届出書を作成 

② 戸籍抄本又は本籍（外国人にあっては、国籍等）の記載のある住民票の写し 

③ 運転免許証の写し 

④ 運転記録証明書（3年若しくは 5年のもの） 

※③、④は運転免許証保持者 



警察署へ届出される方へ 

【選任、選解任】 
 

届出者～管理者証の受領及び返納 

※ 選解任の届出の場合は、前任の管理者の管理者証の返納と選任者

の管理者証の受領 

※ 選任の場合は、管理者証の受領 

※ 提出書類に不備がなければ受理となります。 



警察署へ届出される方へ 

【解 任】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 届出書 

届出者～管轄警察署へ届出書と前任の管理者の管理者証の返納 



警察署へ届出される方へ 

【変 更】 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 届出書 

届出者～管理者証の返納及び受領 

※ 住所変更の場合及び使用の本拠における自動車台数・運転者数の変更の場合は、届

出書を作成し、届出を行ってください。 

※ 異なる管轄警察署の管内に移転する場合、安全運転管理者が変更なければ、移転先

の管轄警察署へ届出を行ってください。（管理者証の返納及び受領）【都内限定】 

※ 使用の本拠の名称、届出者の名称・氏名の変更の場合は届出書を作成し、届出して

ください。（管理者証の返納及び受領） 
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